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報告の構成

農地中間管理機構のねらい―農地の面的集積と規模拡大―
農地中間管理機構が抱える制度的な課題

基盤整備事業と中間管理機構が連携した農地集積（白書より）

初年度の実績は「低調」→市町村の取組みの重要性
農地の面的集積（集約化）には担い手の組織化がポイント

農地流動化面積の純増に必要な担い手育成

農地中間管理機構の活用による農地集積（白書より）
弱々しい光（交付金・補助事業）を一箇所に集める地域の意志の必要性



農地中間管理機構のねらい―農地の面的集積と規模拡大―

農地の借受けプロセスと貸付けプロセスを切り分けることで農地借受け希望者の間の
競争を平等なものとすると同時に農地の面的集積（集約化）を実現しようとするもの

農地の出し手に
手厚い助成金を
交付することで
農地流動化を
加速的に推進
（農地を出して
もらうための
踏切料として
の交付金）



提
示

農地中間管理機構が抱える制度的な課題

○地域の農家・組織
○JA出資法人・県域法人
○作業受託会社 等

業務委託

農地中間管理機構

業務委託

○市町村
○農業協同組合
○市町村公社
○民間企業

市町村・JA等が業務受託

条件の悪い農地を
基盤整備

土地改良区等

提
示

地権者 利用権の調整
利用権の調整

担い手

農用地利用配分計画

原案作成＝市町村
決定＝機構

借受希望者リスト

提
示

農地集積協力金

利用権設定

受け手の見つからない
農地の管理

借受け

プロセスは
これまでと

同じ

貸付け

プロセスは
これまでと
異なる

本来であれば一時的に機構が農地を中間管理
し、農地がまとまってから担い手に配分するの
が理想的だが、中間管理する体制も予算もない

農地は一筆ごとに条件が多様なため農地市場の形成は現実的ではなく、取引単価も低いため仲介手数料は安く民間ベース
には乗らない＝県レベルでは機能しない→市町村やJAに業務委託せざるを得ない→これまでの取組みの実績がものを言う

受け手の見つからない農地を中間管理して、
まとまった時点で担い手に渡せれば理想的
だが、そうした体制も予算もない

受け手の見つからない
農地が機構に滞留す
るのを防ぐためには、
借り手が見つかる農地
しか借入れられない＝
面的集積にはつながり
にくい

土地改良事業を実施して農地の
条件を整えればよいが、それに
はかなりの時間がかかり、その
間に発生する管理費用の負担
問題が発生してしまう

農地の受け手が
いなければ機構
が農地を借受け
ても貸付けること
はできない（こうし
た事態は中山間
地域で多発）





…KPIを達成するためには14万haが必要だということからすると、現状は
不十分であり、これ自体は大変残念だと思っております（三村主査）
…私がショックを受けたのは、奥原局長の御説明にもありましたけれど

も、以前この会合で説明を受けてすばらしいと思った熊本県が数値的
には結果が出ていないことです。………やはり体制だけではだめなのだ
ということを、当然なのですけれども痛感したわけです（橋本議員）

2015年5月27日 第24回農業ワーキング・グループ
第23回産業競争力会議 実行実現点検会合（テーマ：農業）合同会合議事録から

残念ながら農地中間管理事業の初年度の実績は「低調」であった…

←県段階の体制というより、これまでの取組みの蓄積が問われているの
であり、急に成果は出ない。初年度に成果をあげた諸県は、古くは生産
調整での集落の話合いに始まり、最近では集落営農に熱心に取組んで
きたところが多い。実績をあげた県でも市町村間の差が大きい。



…強力にぜひ市町村に対して働きかけをしてもらって、相当なインセンティヴ、
メリハリ、アメとムチをつけてもらって促していく（西村副大臣）
市町村の話は極めて重要だと我々も思っています。…市町村や農業委員会の

話ですので、この両者がきちんと連動しないと成果は上がっていかないと思っ
ております（奥原経営局長）
…市町村がもっと本格的に一歩前に出て議論して、地域の皆さんにこのままで
は大変なことになるということを認識させるべきだと思います（松本専門委員）

…集落の中にも市町村なり相談役が入ってきて話を持ちかける。当然、担い手

も話し合いの中に入っていくというような細かいニーズに細かく対応する。非常
に面倒くさい話ですけれども、それをしない限りは、なかなか十把一からげでど
んとやっても現場では受け入れないところがあって、時間もかかるというような
気がします…（北村専門委員）

市町村レベルの取組みが重要であるという認識



大規模法人の経営耕地の分散状況(2009年)：150ha規模
１．規模拡大過程

大学卒業後土地改良区に勤務
↓

1990年に10ha規模から専業農家としてスタート
↓

経営面積が30haを超えて従業員を雇用1995年に法人化
↓

法人設立15年で５倍（30ha→150ha）の経営規模に拡大
２．経営耕地分散への対応
①農地利用調整の実施
35名の認定農業者で利用調整組織設立耕作依頼の窓口を一本化
加入農家の中から選定された利用調整委員が各耕作者の状況を

勘案しながら耕作農家の選定を行う
②畦抜きと圃場の大区画化

800筆を300筆にまで集約を実現

担い手が組合を設立し、貸付けに出てきた農地についてはこの
組合が窓口となって受付け、最も適切だと思われる農家に引き

受けてもらう仕組みを構築すればよいのではないか
これを市町村や農業委員会が支援するのがよいのではないか

規模拡大に伴う経営耕地の分散問題と対応
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農地を注ぎ込んだバケツの底が抜けないようにすることができるか

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

農地流動化の推移（都府県）

利用権等設定面積 （都府県）

利用権終了差し引き面積 （都府県）

利用権終了差し引き面積＋自作地売買面積 （都府県）

資料：農林水産省「農地の移動と転用」

千ha 単年度で実績が
あがっても利用権は

年限が来ると終了するので
実績は積みあがっていかない
利用権設定を更新しながら
新規の面積を増やして
いかなければならない

思ったほどには農地流動化
面積は純増しない

担い手も高齢化・後継者不在
で経営を廃止していく

→集積した農地を誰に引き継
がせるかという問題も発生





１つ１つは小さな光（事業）
でも１つの方向に集めさえ
すれば火を起こす（地域を

変える）ことができる

様々な補助事業の光

レンズとしての集落・行政・地域の意志

「中央分権・地方集権」（今村奈良臣1978）

発火



ありがとうございました


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12

